
かりがねサッカー場　
　　　　　　　　　（松本市）

　市営の「かりがね自転車競技場」の施設の
老朽化などに伴い、平成24年から建設が進め
られていた市営の「かりがねサッカー場」が
３月に完成した。
　今年Ｊ１に昇格した、松本山雅��の練習拠
点としての位置づけでもあり優先的に利用す
るが一般市民も利用可能。
　間近で一流プレーヤーの練習が見られるこ
とで、未来のＪリーガーが誕生することに大
いに期待が持てそうだ。（関連記事13頁）

（山口�孝編集委員）
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　６月１日（月）松本東急REIホテルにおいて第３回通常総会を
開催しました。
　当日は大勢のご来賓、会員の方々にご参加いただいた中、予
定された議事等も滞りなく進み、役員改選案等の審議事項も無
事承認いただきました。また、総会に併せて松本税務署長感謝
状贈呈、特別感謝状贈呈、優良経理担当者表彰も華やかに執り
行われました。
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（敬称略：順不同）

松本税務署長感謝状贈呈者
　　　田多井健至（理事・伊勢町部会長）
　　　吉田　弘壽（理事・本郷部会長）
　　　佐々木清夫（理事・広報副委員長）

特別感謝状贈呈者
　１. 正副会長を務めた退任者
　　　遠山　全一（副会長・豊科部会長）
　　　遠藤　　晉（副会長・川手部会長）
　
　２．役員定年による退任者
　　　橋本　京子（常任理事・広報副委員長）
　　　田多井健至（理事・伊勢町部会長）
　　　岡野　庄平（理事・本庄部会長）
　　　吉田　弘壽（理事・本郷部会長）
　　　佐々木清夫（理事・広報副委員長）
　　　田中　義明（運営審議員･厚生委員）
　　　金子　大三（運営審議員）
　
　３．長期間役員を務めた退任者
　　　縣　　正長（理事・深志部会長）
　　　丸山　庄一（運営審議員・組織委員）

　　　大野　哲治（理事・安曇部会長）
　　　宇留賀元亮（研修委員）　

優良経理担当者
　Ａ区分（勤続５年以上）
　　　瀬戸　直樹　松本タクシー (株)
　　　村上真理子　キッセイ薬品工業(株)
　　　松下　正樹　キッセイ薬品工業(株)
　
　Ｂ区分（勤続10年以上）
　　　宮坂けさ子　(株)シンシュウカワラ
　　　岡村　志帆　キッセイ薬品工業(株)
　
　Ｃ区分（勤続20年以上）
　　　中野　きく　安曇自動車工業(株)
　　　大谷　恭子　(有)松本中信防災
　　　吉居　健治　(有)泡の湯旅館
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松本税務署長感謝状受賞の田多井氏（左から２番目）
と佐々木氏（右から２番目）

特別感謝状贈呈者の皆様

優良経理担当者表彰受賞の皆様
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　役員改選の結果、次の通り新役員が決まりました。
※太字は新任、昇任者

会　　長　神澤　　陸雄
副 会 長　�橋　　秀生　厚生委員長・穂高部会長
　　〃　　　藤澤　　繁雄　総務委員長
　　〃　　　滝澤　　文雄　組織委員長
　　〃　　　塚田　　哲夫　広報委員長・芳川部会長
　　〃　　　花岡　　貞夫　研修委員長
　　〃　　　百瀬　衛貴男　波田部会長
　　〃　　　吉田　　詔一　塩尻部会長
　　〃　　　百瀬　　幸子　税制委員長
　　〃　　　�山　　政登　豊科部会長
　　〃　　　岩垂　　直次　川手部会長
常任理事　伊藤　　　修　青年部長
　　〃　　　作田　　永子　女性部長
　　〃　　　中條　　　功
　　〃　　　田中　　鈴生　城西部会長
　　〃　　　松下　　正樹
　　〃　　　今井　　　繁  
　　〃　　　島　　　宏幸  
　　〃　　　森田　　章敬　厚生副委員長・東部部会長
　　〃　　　高田　　立雄　南部部会長
　　〃　　　篠田　　　徹　総務副委員長
　　〃　　　上條　　栄規　研修副委員長
　　〃　　　田内　　光一　組織副委員長・南東部会長
　　〃　　　浅川　　琢夫　広報副委員長
　　〃　　　奥原　　正司　税制副委員長
　　〃　　　小林　　桂三　直前税制委員長
　　〃　　　大月　　清光　直前青年部長
　　〃　　　倉科　　晶夫　総務副委員長･深志部会長
　　〃　　　田中　　幸一　西北部会長
理　　事　増田　　博志　上土部会長

理　　事　矢ヶ崎　良威　今町・六九部会長
　　〃　　　土屋　　忠史　伊勢町部会長
　　〃　　　手塚　　勝彦　中央部会長
　　〃　　　市川　　興一　本庄部会長
　　〃　　　竹本　　純夫　白板部会長
　　〃　　　一志　　　誠　城東部会長
　　〃　　　清澤　　　淨　北部部会長
　　〃　　　佐藤　　古寿　南松本部会長
　　〃　　　山�　　圭子　本郷部会長
　　〃　　　小林　　政美　寿部会長
　　〃　　　吉澤　　隆夫　西部部会長
　　〃　　　中島　　敬夫　南西部会長
　　〃　　　降幡　　　真　三郷部会長
　　〃　　　佐藤　　郁男　筑北部会長
　　〃　　　宮本　　孝幸　安曇部会長
　　〃　　　野島　富治男　梓川部会長
　　〃　　　猪又　　孝夫　堀金部会長
　　〃　　　福岡　　　進　朝日部会長
　　〃　　　小野　　貴義　山形部会長
　　〃　　　奥原　　宏幸　奈川部会長
　　〃　　　上條　　敏昭　上高地・白骨温泉旅館部会長
　　〃　　　鮎沢　甲一郎　農協部会長
　　〃　　　塩原　　悟文　研修副委員長
　　〃　　　清水　　是昭　組織副委員長
　　〃　　　赤羽　　勝巳　税制副委員長
　　〃　　　高橋　　治美　厚生副委員長
　　〃　　　吉田　　賢司　青年部副部長
　　〃　　　忠地　　恵子　女性部副部長
監　　事　斉藤　　一郎
　　〃　　　宮本　　　潔
　　〃　　　井伊　　　剛

【新相談役】
　　　　　遠山　　全一（前副会長）
　　　　　遠藤　　　晉（　　〃　　）
　　　　　西川　　直孝（税理士会松本支部長）

青年部新役員
※４月22日開催第40回
通常総会にて改選

部　　　長　伊藤　　修
副　部　長　太田　　譲
　　〃　　　吉田　賢司
　　〃　　　北澤　　剛
　　〃　　　内村　剛司
　　〃　　　上條　真一
　　〃　　　渡邊　　徹
　　〃　　　廣田　伸一
第一委員長　横内　秀章
副 委 員 長　平林　和樹

選 出 幹 事　原田　静雄
第二委員長　辻谷　洋一
副委員長（兼任）　吉田　賢司
第三委員長　深澤　和紀
副 委 員 長　蒲生　浩明
第四委員長　濱　　徳章
副 委 員 長　矢島　　龍
第五委員長　赤羽　　明
副 委 員 長　川出　哲敬
第六委員長　安保　充彦
副 委 員 長　笠井　正訓
第七委員長　吉村　和道
副 委 員 長　等々力直樹
副 委 員 長　鈴木　文夫
直 前 部 長　大月　清光

監　　　事　上條　栄規
監　　　事　中村　祐一

女性部新役員
※４月17日開催第36回
通常総会にて改選

部　長　　作田　永子
副部長　　田中かね子
　〃　　　小林　秀子
　〃　　　忠地　恵子
　〃　　　中野美知子
　〃　　　花岡久美子

幹　事　　橋本　京子
　〃　　　原田紀美子
　〃　　　増田志津子
　〃　　　奥原しげ子
　〃　　　大月　豊喜
　〃　　　西村　久代
　〃　　　竹内　淳子
　〃　　　清澤　和恵
　〃　　　高木　恭子
　〃　　　二木　定子
　〃　　　渡辺くに子
監　査　　本間　恵子
　〃　　　中澤　清子
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ペップトークとは
　ペップトーク（Pep Talk）とは、米国などで広く普及
している、スポーツの世界や学校・職場などで、選手
や生徒、部下などを励ますのに監督やコーチなどの指
導者が試合前（本番前）に使う「激励のショートスピ
ーチ」である。
　スポーツ選手ならば重要な試合、会社員なら非常に
大切な会議など、ここぞという大一番に向かっていく
選手や部下に対して、指導者や上司が掛ける「激励の
言葉」。その言葉により勇気付けられ、普段通り、普段
以上の力が引き出される。選手たちや部下が日々、技
や力を磨くように、指導者、上司には「言葉の力」を
磨く必要があるとされている。
　ペップトークがどのようなものか、端的に言えば、
「短くて」「分かり易くて」「肯定的な言葉を使った」
「魂を揺さぶる」「人をその気にさせる」スピーチ、で
ある。具体例として、なでしこJAPANが見事優勝した
前回の女子サッカーＷ杯決勝戦（対戦相手は当時世界
最強と言われた米国。日本の対戦成績は過去０勝21
敗！）で佐々木則夫監督が、延長戦まで戦い終え、こ
れから最後のPK戦へ向かう選手たちに掛けた言葉。
「思いっきり愉しんでこい！」というものがある。外
したら負ける。そんな極限状態の中、彼女たちは自分
たちの力を全て発揮し、見事PK戦を制して世界一に輝
いた。監督の言葉が、磨き上げられた選手たちの力を
100％引き出す手助けになった。
　多くの指導者、上司が、選手や部下に対して行って
いる、「長くて」「分かりづらくて」「マイナスな言葉を
使った」「目の前の部下の気持ちを萎えさせ」「やる気
をなくす」ような、いわゆる説教とは対極的にある。

ペップトークのポイント
　具体的にペップトークについて考えてみる時に、ポ
イントとなるのが【ポジティ語】【ポジティブストロー
ク】【表現力】【信頼関係】の４つである。

�������	
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→「ポジティブな言葉掛け」をポジティ語という。相
手と成功イメージの共有をする言葉選びをし、可能
な限り肯定的な表現をすることが大事となる。
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→目の前の人にプラスの印象を与える接し方のことで、
言葉だけでなく態度、姿勢、目線などの非言語の要
因も含まれる。ストロークとは、人が他者に与える
印象、感じ、反応という意味。
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→語尾や助詞が変わるだけで相手に与える印象が変わ
る。例として「お前で良い」と「お前が良い」。「今
日は綺麗だね」と「今日も綺麗だね」、といったもの
がある。たった一語で相手に与える印象が大きく変
わる。
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→コミュニケーションの土台となる健全な人間関係。
相手を受け止め、相手との間に信頼感を創り出すこ
と。二人またはそれ以上の人たちの相手で理解と相
互信頼の関係を成立させ維持する過程が重要。相手
の反応を引き出す能力が必要となる。

３種類の承認
　ペップトークを実践する上で、また、相手との信頼
関係を築く上で重要となるのが、次の３種類の承認で
ある。人は誰でも認められることで幸せを感じる。良
いイメージを抱く。
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→「生まれてきてありがとう」「いてくれてありがとう」
※存在を受け入れる。
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→「頑張ってるね」※現在やっていることを認める。
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→「頑張ったね」※結果を認める。勝っても負けても、
成功しても失敗しても、どんな結果も受け入れて次
に向かう声掛けを。

ペップトークの６つのステップ
①相手の立場や状況、精神状態を認識し、受け入れ
る

②ポジティ語を使う
③キーワードを考え繰り返す
④短く（コンパクト）
⑤簡単に（シンプル）

　６月１日、通常総会に引き続き開催された記念講演会『会社に元気･活気･勇気を与えるトーク術 ～スポー
ツ現場に学ぶペップトーク～』【講師：岩�由純氏(日本ペップトーク普及協会会長)】の要旨を掲載します。

  第３回通常総会記念講演会

講師：岩�由純　氏（一般財団法人日本ペップトーク普及協会会長）
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⑥成功のイメージを相手と共有

スポーツ界の「３つの声掛け」
　これまで述べてきたペップトークを含めて、スポー
ツ界には「３つの声掛け」がある。
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→前向きな背中の一押し
�������	
�����������

→今日の試合で出た良い点・悪い点の確認。改善点を
共有する
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→試合で出た改善点を踏まえて、練習前やキックオフ
ミーティングで皆の動機付けをするスピーチ

言葉の力
　ペップトークを実践する上で、「言葉の力」に改めて
気付かされることとなる。言葉の選択、伝え方で相手
に与える印象が大きく異なってしまう。
　日本語の特徴として【目的語】を先に言う点がある。
例えば「ミスをするな」と指示を出す。すると「ミス」
という言葉の印象が非常に強く、逆に「ミス」をイメ
ージしてしまいがちとなる。他にも「ウソをつくな」
と言われると、「ウソ」を強くイメージしてしまい、「本
当のこと」がイメージしにくくなる。だから、相手に
はポジティブな言葉で「して欲しい」ことを伝え、成
功をイメージしてもらうよう心掛けることが重要と
なる。

否定質問・肯定質問
　相手に対する質問の仕方一つをとってみても、相手
に与える印象、その後の展開に大きな違いが出る。よ
く使ってしまいがちだが、「どうしてわからないの」と
いう質問がある。これをコーチングの世界では否定質
問という。本人も答えがわからないので、ただ萎縮し
てしまい、多くの場合プラスになることがない。
　これに対して肯定質問とされるのが「どこまでわか
るの」というものだ。これは本人にわかることだから
答えることが可能である。ここで重要なのが、「ここ
まではわかっている」ということを認めてあげること。
認められることにより、人間は幸せホルモンが分泌さ
れる。非常に良いイメージが出来る。その後に、「良
し！そこまでわかっているんだな。じゃあ、次に君に
必要なことはこれだ。」という具体的な指示を出してあ
げる。まずは認めてあげることが重要。褒めることが
苦手な人でも、認めてあげれば良い。やる気にさせて
から、背中を押してあげれば良い。

ピグマリオン効果
　“人間は外部からの期待に対して潜在意識のレベル
で繊細に反応し、向上しようとする”というのがピグ
マリオン効果である。この力を引き出すためには、対
象者に対して期待を伝える力が重要となるのだが、そ
の際に有効となるのが魂のこもったペップトークであ

る。良くなるイメージを共有し、必要なことを適確に
伝えることで相手の成長を引き出すことが出来る。
　そのためにも指導者や上司には、相手が、一番言っ
て欲しいことを適確に見抜くための傾聴力（質問力）、
分析力、判断力、表現力を身に付けることが求められ
る。従業員が社長に求めているのは檄かもしれない、
ダメ出しかもしれない。時には喝を入れて欲しいと思
っているかもしれない。どんな言葉が良いのか、適切
な判断が求められる。

セルフペップトーク
　“自分自身に対して語り掛ける肯定的な宣言の言葉”。
自分に対して意識的に良い言葉を選んで言い続けるこ
とで、意識や心のあり方を変えることが出来る、それ
がセルフペップトーク。具体的な方法として、お気に
入りの短い言葉や名言など小さなカードやメモに書い
ていつも持ち歩く。困難に巡り会ったときや強い目的
意識を持ったときにそれを声に出し、心の中で連呼す
ることで潜在意識の力を引き出すことが出来る。
　前述のように言葉の力(イメージ)は大変強く、人の
行動に大きな影響を与える。厳しい局面ではネガティ
ブな発言・発想をしてしまいがちだが、こうしたもの
は自らの細胞に「自分が失敗を望んでいる」と認識さ
せてしまう。そしてそのように身体が動いてしまう。
いわば「自動失敗メカニズム」にスイッチを入れてし
まうようなものだ。ならばその逆をすれば良い。どん
な場面でもポジティブな言葉を口ずさみ、良い結果だ
けをイメージすることで自身の細胞にも「自分が望ん
でいる姿」を正確に認識させる。そしてそのように身
体が動く。「自動成功メカニズム」にスイッチが入るの
だ。まずは簡単な言葉で良い。好きな小説やマンガの
台詞でも良い。自分が前向きになれる言葉を見つけて
口ずさんで欲しい。
　人は育ってきた環境や受けてきた教育、積んできた
経験を通じて「自分はこんな人間なのだという思い込
み」を抱き、自己イメージを作り上げる。自己イメー
ジが行動、感情、態度、技能に大きく影響し徐々に人
格を形成していく。つまり、言葉を換える、言語習慣
を変えることで、思考習慣、行動習慣が変わり人格が
形成され結果に繋げることが出来るのだ。

ドリームサポーター
　誰かの夢の実現や目標の達成を本気で応援するサポ
ーターのこと。親は子供にとって身近なドリームサポ
ーターであり、生徒にとっての先生、社員にとっての
先輩や上司、選手にとっての監督やコーチ、応援団や
家族がその存在である。
　人は誰しも、誰かのドリームサポーターである。相
手と成功のイメージをポジティ語で共有し、感謝と感
動をキャッチボールしていきたい。だから相手の立場
や状況、精神状態を理解し、承認することを心掛けた
い。そのためにも、まずは自分自身がポジティブに。
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　平成27年度税制改正大綱では、デフレ脱却・経済再生を確実なものにするため、成長志向に重点を置いた法人税改革な
どの措置が講じられた。
　また、経済再生と財政健全化を両立するため、10％へ予定されている消費税の引上げ時期は１年半延期された。
　予算編成では、歳入に占める公債依存割合が前年度に比べ若干下がり、平成27年度に国・地方の基礎的財政収支の赤字
を、対ＧＤＰ比で平成22年度水準から半減させる財政健全化目標については達成できる見通しだが、32年度に黒字化する
目標については達成困難とされている。
　閣議決定された平成27年度税制改正大綱をふまえ、３月から４月にかけ、当会の税制委員会で協力を呼びかけた「税
に関するアンケート」では、法人実効税率の引下げに絡んで、減税の財源をどのように求めるのか、更に、消費税につい
て、税率引上げと併せて予定されている軽減税率導入について質問した。
　法人実効税率の引下げについては、その財源を国税・地方税の法人課税ベース拡大、または、他の税目も活用して確保
すべきとの意見が46％ほどを占めた一方で、課税ベースを拡大するのであれば、実効税率引下げの必要はないとの声も３
割程度存在した。
　また、消費税の軽減税率については、回答者の６割近くが導入すべきとの回答であり、特定品目に対する軽減は必要で
あるという考えは、導入に反対の回答を上回った。
　今回の改正で、法人会の要望してきた法人実効税率の引下げなどが盛り込まれたことは評価する。
　ただし、減税の一方での安易な税収確保のための改正は、財政の帳尻を合わせるだけにとどまり、真の経済成長にはつ
ながらない。そして何より、国民に負担を求めておきながら行財政改革が断行されないことへの批判は根強い。
　政府は、税を納めるという義務を果たそうとする納税者の目と声を真摯に受け止め、省益や党利党略を排して、国家国
民のために使命感をもって諸改革を進展させるべきである。
　これらをふまえ、松本法人会は、次のとおり平成28年度税制改正に向けた各重点課題への取り組みを提言する。

（１）国税・地方税について
（国税・地方税共通）
ア．決して、税率引上げ議論先にありきではなく、その前
に徹底した行財政改革の下、歳出削減を早急に図ること。

イ．地方税を含む法人実効税率の更なる引下げとともに、
中小企業に対する法人税の軽減税率や投資促進税制など
については本則化を検討すること。

ウ．少子化対策として子育てに配慮した真に有効的な税制
の創設を検討するほか、併せて保育所の充実など、社会
保障政策全般を通じて社会的に取り組むこと。

エ．法人事業税や法人住民税など、国税と課税対象を同じ
くするものについては国税に賦課徴収を一元化すること。

（国税）
ア．消費税については、円滑な転嫁の実現、滞納の状況な
どを常に検証し、軽減税率導入については、税収増を目
的としたこととの整合性や、事務負担の増大も考慮し、
判断すること。

イ．時代に即した減価償却耐用年数と分類の簡明化を常に
検討すること。

ウ．交際費課税を、企業規模に関係なく緩和すること。
エ．同族会社への留保金課税について、企業規模に関係な
く、全面的に廃止すること。

オ．所得税課税最低限の見直しを図るとともに、なお一層
累進構造の緩和を図ること。

カ．所得税の各種控除のうち制度創設の意義を失い、効果
が薄れたと考えられるものについて、整理を進めること。
ただし、これらの見直しで税負担が大幅に増える場合に
は基礎控除の引上げなどを検討すること。

キ．事業承継税制は、健全な企業を存続させるという目的
達成の観点で、更に見直しを進めること。
ク．環境汚染抑制・防止を目的とした税制の構築について、
道路特定財源の見直しと併せ、問題点を整理しながら検
討を進めること。
ケ. 法人税について、欠損金繰戻しによる還付の不適用は恒
久的に廃止すること。
コ．退職給与引当金制度を復活すること。
（地方税）
ア．固定資産税の税負担軽減措置と抜本的見直しを図るこ
と。
イ．大部分の地方自治体が明確な理由を示さぬまま安易に
行なっている超過課税を速やかに解消するための検討を
進めること。

（２）その他について
ア．番号制度については、引き続き周知徹底を図るととも
に、細心の注意を払いつつ、幅広い活用のあり方も検討
すること。
イ．国税電子申告・納税システム「e-Tax」について、法人
の申告にかかる税額控除制度を創設するとともに、利用
全般に関わる手続きの更なる簡便化を図ること。
ウ．源泉所得税の「納期の特例」適用者以外についても、
１月の納付期限は１月20日とすること。
エ．保険金・死亡退職金の非課税限度額について、法定相
続人一人あたり1,000万円に引上げること。
オ． 学校や社会全体で、国民の義務である納税の意識高揚
のための教育を拡充すること。
　　　（平成27年５月15日　一般社団法人　松本法人会）
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　井上呉服店の創業から今
年で百三十周年。松本の街

で流行を作り出し、文化を発信してきた井上百貨
店で働く、婦人服課次長の倉田由里子さん。婦人
服一筋で入社34年目となる。「仕入れから販売ま
で」任されていることにやりがいを感じている。
トレンドや数値データはもちろん、お客様の立場
や期待に想いを馳せながら、自身の経験や感覚を
大事に仕入れを行い、お客様にアドバイスも行う。
　日々勉強という言葉を何度も口にする。自分で
仕入れるから、商品に対する思い入れも当然強く
なる。売れなかったら次にどうするか…、この「次
への意識」を生み出すことに、自らの責任と後進
への教育における重要な点を見つけている。さら
に、井上の歴史を知っていて信頼を寄せてくださ
るお客様の多さと、自らの経験を後進に語り継ぐ
責任があると感じている。「いつも全力投球、部下
に言う前に自分が率先する」を仕事への心構えと
し励む。
　休日は、友人とお酒を飲みながら語り合い励ま
し合う。時々は、そんな時間の楽しみ方をしてい
るおしゃべりが好きな楽しい人柄が魅力だ。
　　　　　　　　　　　（山口�孝編集委員）

���������

㈱井上アイシティ 21店
　山形村

　自然豊かな安曇野市穂
高有明にて精密フライス
加工を中心に社を構えて

いらっしゃいます。
　「高品質・低コスト」を課題に高い挑戦心と闘争
心をもって日々努力されている企業であります。
株式会社マルイチマシンさんは創業以来一貫して
精密加工技術を堅持しつつ、半導体、���、光学
分野を中心に医療、航空、音響等で使用される、
繊細且つ高水準のフライス加工部品を世に送りだ
しております。社長さんのモットーは「一番いい
ものを一番安く」（社是にもなっています）で、最
高水準のものをお客様の納得していただける値段
で提供し、お客様の信用を最高レベルで獲得する
ことが企業の理想であることを確信されており、
情熱的なその姿勢が企業を常に前進させている原
動力になっていると思いました。今後は高精度、
高品質、少量、短納
期はもとより、環境
への対策を幅広く考
え社会に貢献するこ
と、また地元密着型
の企業として地元の
皆様に支持していた
だける企業であり続
けるよう日々邁進し
ていきたいとのこと
でした。
（沖健吏編集委員）

��������

「一番いいものを一番安く」

　　　㈱マルイチマシン

　　　　　安曇野市穂高

 　　　　　　　代表取締役　�������
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平成２６年度決算   〈事業別〉正味財産増減計算書

増　減前年度当年度科　　　目

▲ 757
�����

▲ 6,000
�������

▲ 482,500
���������
�������
▲ 28,500
��������
▲ 432,600
���������
���������

�
112,000
�������

▲ 320,466
���

���������

7,396
�����
93,000
������

40,471,000
����������
������
309,500
�������

17,711,000
�������

����������
�������
1,140,000
���������
1,103,347
�����

���������

6,639
�����
87,000
������

39,988,500
����������
�������
281,000
�������

17,278,400
�

��������	�
�������
1,252,000
���������
782,881
�����
�������

�一般正味財産増減の部
   １．経常増減の部
�������
　　　特定資産運用益
����������	�
　　　受取入会金
���������
　　　受取会費
�����������
������������
　　　事業収益
����������
　　　受取補助金等
�����������
����������	
���
�����������
　　　受取負担金
����������	
���
　　　雑収益
��������
�������

�1,158,82360,835,24359,676,420【経常収益計】

▲ 5,292,342
11,739
�����
�����
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▲ 2,716,333
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�
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�
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�������
225,205
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������

8,796,949
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���������
�������
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1,046,288
�������
������
������
�������
110,950
������
������
������

�

49,339,984
177,342
������
������
�������
328,487
������
�����
������
������
������
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1,811,368
�������
�������
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�������
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������
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���
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�
�

������
8,062,337
���������
���������
�������
������

1,087,477
�������
������
������
�������
184,200
������
������
������
������

�������
��事業費
��（税務支援事業)
�������
���������
�������
��（税の啓発・提言事業)
���������
���������
�������
���������
�������
������
��（経営支援事業)
�������
���������
���������
���������
�������
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��（地域社会貢献事業)
�������
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���������
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�������
������
��（広報事業)
���������
���������
�������
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��（会員増強事業)
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���������
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��（厚生制度推進事業)
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（単位：円） （単位：円）

平成２７年度予算額　収支予算書

予算額科　　　目

10,000
������
60,000
������

39,300,000
����������
�������
300,000
�������

18,028,200
�������

����������
�������
1,298,000
���������
803,000
�����
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�一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
�������
���特定資産運用益
����������	�
���受取入会金
���������
���受取会費
�����������
������������
���事業収益
����������
���受取補助金等
�����������
����������	
���
�����������
���受取負担金
����������	
���
���雑収益
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�������

59,799,200【経常収益計】

50,731,500
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�������
�������
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�������
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�������
���������
�������
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60,150,000【経常費用計】

▲ 350,800【当期経常増減額】

　２ 経常外増減の部
���������

－【経常外収益計】

���������

－【経常外費用計】

－【当期経常外増減額】

▲ 350,800【税引前一般正味財産増減額】

21,000【法人税及び住民税】

▲ 371,800【当期一般正味財産増減額】

54,700,000【一般正味財産期首残高】

54,328,200【一般正味財産期末残高】

17,078,200
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▲ 17,078,200
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�指定正味財産増減の部
　　受取補助金等
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��一般正味財産への振替額
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－【当期指定正味財産増減額】

－【指定正味財産期首残高】

－【指定正味財産期末残高】

54,328,200�正味財産期末残高

▲ 709,842
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▲ 373,084
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��（会員支援事業)
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▲ 5,665,42663,795,27258,129,846【経常費用計】
4,506,603▲ 2,960,0291,546,574【当期経常増減額】

�２．経常外増減の部
���������

000【経常外収益計】　　
���������

000【経常外費用計】　　
000【当期経常外増減額】

4,506,603▲ 2,960,0291,546,574【税引前一般正味財産増減額】
021,00021,000【法人税及び住民税】

4,506,603▲ 2,981,0291,525,574【当期一般正味財産増減額】
▲ 2,981,02957,472,92954,491,900【一般正味財産期首残高】
1,525,57454,491,90056,017,474【一般正味財産期末残高】

�指定正味財産増減の部
▲ 187,80016,986,20016,798,400���受取補助金等
���������������������������	���������	�

187,800▲ 16,986,200▲ 16,798,400�一般正味財産への振替額
����������������	
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���

000【当期指定正味財産増減額】
000【指定正味財産期首残高】
000【指定正味財産期末残高】

1,525,57454,491,90056,017,474�正味財産期末残高

（注)【審議事項】第1号議案「〈事業別〉
正味財産増減計算書」、【報告事項】「平成
27年度収支予算書」要点の抜粋です。
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法人事業税の税率の見直し

〔会社の税務 よろず相談室�〕

�．外形標準課税の見直しがされ、赤字となった法人
でも、事業税が課されて税金を納めなければならな
い場合があるようですが、その改正内容を教えてく
ださい。
��

１．外形標準課税とは
　事業所の資本金等及び付加価値など外観から客観的
に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定し課
税する制度です。
　法人事業税は、法人の事業そのものに課される税で
あり、企業はその活動を行うにあたって地方自治体か
ら各種の行政サービスを享受しています。従って、そ
れに必要な経費を負担すべきであるという考え方に基
づく税です。この負担するという意味において、所得
のみを基準とすることに問題があり、法人の規模、活
動を基準に課税するものです。
　地方分権を支える安定的な地方財源の確保、応益課
税としての税の性格の明確化、税負担の公平性、経済
構造改革の促進等にもとづき、平成16年４月１日から、
資本金１億円超の法人を対象に導入、施行されました。

２．適用される法人
　事業年度終了の日の資本金または、出資金が１億円
超の法人が対象となります。現在、資本金または出資
金額が１億円以下の法人は、負担能力に配慮し、適用
される法人から除外されています。
　なお、外形標準課税の対象は、所得割課税事業に限
られ、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害
保険業、そして、公共法人等、一定の法人も適用対象
法人から除外されています。

３．事業税の区分、課税標準
　事業税は、付加価値割・資本割・所得割の合算額と
なり、その課税標準は下表のようになります。

※　税額は課税標準に税率を乗じ算出します。
（１）付加価値割の計算
　付加価値額は、以下ア．イ．ウ．エ．の合算額で
新たに生み出した付加価値に課税されます。

　ア　報酬給与額
　役員または使用人に対する報酬、給料、賃金、
賞与、退職手当等と確定給付企業年金等の掛金等
の合算額となります。

　イ　純支払利子
　支払利子から受取利子を控除した額となります。

　ウ　純支払賃借料
　支払賃借料から受取賃借料を控除した額となり
ます。

　エ　単年度損益
　原則として、法人税法の所得金額と同様に算出
した額となります。

（２）資本割の計算
　事業年度末時の資本金額または出資金額と資本準
備金等の合算額となります。

（３）所得割の計算
　付加価値割算定の単年度損益の計算と同様ですが、
欠損金の繰越控除の適用があります。

４．今後の予定
（１）法人事業税の税率の見直し
　平成27年度税制改正大綱の項目のひとつとして、
次のとおり改正されます。
　法人事業税の１／４に導入されている外形標準課
税が２年間で１／２に拡大されます。

　（図１）

課税標準区　　分
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　税率は、下表のようになり、付加価値割と資本割
への課税が強化され、赤字法人の税負担が増となり
ます。

★表

（注１）所得割のカッコ内の率は、地方法人特別税等
に関する暫定措置法適用後の税率。

（注２）３以上の都道府県に事務所又は事業所を設け
て事業を行う法人の所得割に係る税率については、
軽減税率の適用はありません。

（２）配慮措置
ア　一定規模以下の法人において、事業税額が外形
標準課税の拡大により負担増となる場合、２年間
に限り、負担変動に対する配慮措置が講じられま
す。

イ　法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合
は、給与等支給額の増加分を付加価値割の課税べ
ースから控除する制度が導入されます。

　今回の税制改正では見送られましたが、資本金１億
円以下の法人についても外形標準課税の適用が検討さ
れており、今後の動きに注意をする必要があります。

（税制委員会：二木正文、忠地祐一、川窪光弘
グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）

法
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（図１）

　92回目となる今回の税制勉強会では本年度の消
費税法改正について取り上げます。講師は松本税

第92回  税制勉強会

�������	
����������

～課税方式の見直し、主な経過措置、ほか～

務署よりお招きします。受講料は無料。是非ご参加
下さい。
日　時　８月４日(火)　14：00開始
会　場　大同生命松本ビル１階第一会議室
講　師　松本税務署 担当官
お申込　松本法人会事務局まで
　　　　電話 35-8080
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高砂社会保険労務士事務所
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　今回は、前回ご案内しました、労働安全衛生法の一
部を改正する法律【通称・ストレスチェック義務化法
案】（平成26年法律第82号並びに平成26年政令第325号）
の概要につきましてレポートいたします。

　改正内容は７項目ありますが、『受動喫煙防止措置
の努力義務』『重大な労働災害を繰り返す企業への対
応』『外国に立地する検査機関の登録』につきましては、
今月より施行され既に周知されておりますので、本年
12月１日施行、１年以内の実施の【ストレスチェック
及び面接指導の実施】についてご説明いたします。こ
の法律改正は、メンタルヘルス対策の充実・強化等を
目的として義務付けられました。但し、当分の間は、
従業員50人未満の事業場につきましては努力義務と
なっています。

－ストレスチェック制度概要－
○　労働者の心理的な負担の程度を把握する為の、医
師・保健師等による検査（ストレスチェック）の実
施を事業者に義務付け。→「職業性ストレス簡易調
査票・57項目」
○　ストレスチェックを実施した場合は、一定の要件
に該当する労働者から申出があった場合、医師によ
る面接指導を実施することを事業者の義務とする。
検査実施した医師、保健師等から直接本人に通知、
本人の同意なく事業者に提供は禁止。
○　その結果、事業者は医師の意見を聴いた上で、必
要な場合には適切な就業上の措置を講じなければな
らない。労働者は面接指導を申し出た場合は、スト
レスチェックの結果は本人同意不要で事業者に提供
されます。

－制度導入背景－
　近年、精神障害の労災認定件数が大幅に増加してお
ります。（平成21年度：234件、平成22年度：308件、平
成23年度：325件、平成24年度：475件、平成25年度：
436件）
　真面目で、几帳面で、一生懸命仕事に打ち込む、優
秀な社員が心を病み、突然戦力外になるということは、
ご本人、ご家族、会社、地域、国にとっても大きな損
失であります。　ご本人の症状を悪化させない為にも、
健康回復を早くする為にも、「ひどく疲れた」、「不安

だ」、「憂鬱だ」等の兆候に対する“気づき”に繋がる
ストレスチェックの早期実施が有効であると考えられ
ています。従いまして、この取り組みを円滑に実施す
る為にも、ストレスチェック・フィードバックの仕組
み構築、専門スタッフ育成、フォローアップ体制、セ
キュリティ確保等の整備が求められます。
　又、労働安全衛生法第66条により、事業者には労働
者に対して医師による健康診断を実施すること、労働
者にも事業者が行う健康診断を受けることが定められ
ております。（違反した場合事業者側には罰金50万円
以下の処罰が科せられます。なお結果については５年
間の保管義務がございます。）。ここに定められている
健康診断の中でも、とりわけ定期健康診断については
１年以内ごとに１回、「常時使用する労働者」に対して
実施しなければなりません（この対象者は平成５年12
月１日基発663号通達にて、�期間の定めのない契約
により使用される者、尚、期間の定めのある契約によ
り雇用される者は、１年以上雇用される者、�１週間
の労働時間数が、同種業務に従事する労働者の時間数
の４分の３以上である者、但し、概ね２分の１以上で
ある者に対しても健康診断の実施が望ましいとされて
おります。）。
　今のところ、法令ではこのストレスチェックは労働
者に受診義務はありませんが、原則受診をしていただ
きたいというのが厚労省の考えです。事業者にはスト
レスチェック実施義務が生じますので、これを促進す
るためにも周知・啓発活動の機会を増やしていって欲
しいものです。

　労働者の安全配慮に関して事業者に義務付けがされ
ていますが、たとえ法律義務ではなくても、経営者も
労働者も、心の健康のバロメーターである、質の良い
睡眠の確保に努めて、双方が、“健康”で、“笑いのあ
る”、明るい職場を築くことによって初めて、人口減少
時代の日本に、活力がみなぎり、会社や組織が発展し
て、ひいては、健全な社会が育まれていくものだと信
じています。
　次回は、このストレスチェックにも、若干関係する
部分もありますが、休職につきまして、リポートします。
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　松本市惣社の地に信州サッカーの新たな拠点の
一つが完成した。ここは以前、1周333.3ｍの「か
りがね自転車競技場」であり、2005年には全日本
自転車競技選手権大会が開催されるなど、地域の
自転車競技にとって重要な場所であった。その後、
施設が老朽化していたことや、隣接している「か
りがね運動広場」を、今年Ｊ１に昇格した松本山
雅��の練習グラウンドとして再整備し拡大する
ため、自転車競技場は解体されることとなった。
なお、新たな自転車競技場は旧浅間温泉国際スケ
ートセンター跡地に建設されている。
　そして今年３月、緑いっぱいの「かりがねサッカ
ー場」として生まれ変わった。天然芝コートと人
工芝コートがそれぞれ１面。フットサル等が楽しめ
る多目的広場も設けられ、併設された管理棟には、会
議室・ロッカールーム（シャワー付き）も完備。また、
松本山雅��のクラブハウスの建設も始まっている。
　市営なので一般市民の利用も可能。練習場や大
会会場として、また一流の選手の練習を間近に見

№207��������	
����

ることで信州出身Ｊリーガーの誕生に、より大き
な期待が持てることになりそうだ。

（山口�孝編集委員）

【施設概要】

・住所　松本市惣社325
・総面積　約36,000㎡
【設備】

・天然芝コート　サッカー１面
・人工芝コート　サッカー１面・少年サッカー２
面。夜間照明６基

・多目的広場（人工芝・屋根付き）フットサル１
面・ゲートボール１面

・夜間照明（���照明）
・駐車場：２５０台駐車可能
　使用料は、天然芝コート全面使用で1時間1,620
円とリーズナブル(詳細は下記にお問い合わせく
ださい)
【問い合わせ】

　かりがねサッカー場管理棟　0263-32-3230
　松本市総合体育館　0263-32-1818
　松本市スポーツ振興課　0263-45-9511

������� �������

―６月例会報告―
『サッカー人生とこれから』

―６月例会報告―
『認知症予防とケアに活かすアロマセラピー』

　６月26日（金）、
本年度６月例会と
して、松本山雅Ｆ
Ｃユースアカデミ
ー スクールコー
チの小松憲太氏を
講師にお招きし、「サッカー人生とこれから」とい
うテーマで講演会を開催しました。（担当第五委
員会：赤羽明委員長）
　今年現役を引退され、指導者としての道を新た
に歩み始めた小松さんの少年時代から現役時代に
掛けてのお話し、プロフェッショナルとしての心
構え、そしてこれからの目標と大変参考になるお
話しでした。

　６月24日(水)に開催された女性部６月例会は、
講師にアロマセラピストの村田真彌子さんをお招
きし『認知症予防とケアに活かすアロマセラピー』
というテーマで研修会を開催いたしました。
　すでに大勢の方々に親しまれている「アロマセ
ラピー」ですが、今回の例会では「においと脳の
関係」について
分かり易くお話
をお聞きし、ま
た、実際にアロ
マオイル作りを
経験するなどと
ても楽しい例会
となりました。
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７月の予定
１日女性部幹事会　３日税制委グループ会議　５日役
員合同研修旅行（一泊二日）10日正副会長会、役員会
　15日研修委員会　16日組織委員会　23日青年部納
涼ビールパーティー　29日決算説明会　
（生活習慣病健診　６日～10日）

決算説明会（法人税・消費税の説明会/６月決算法人対象）
７月29日�　14:00開始　大同生命松本ビル1階会議室

　税務署では高校生と中学生の皆さんから税について
の作文を募集しています。高校生の作文は国税庁の主
催で行われ、中学生の作文は全国納税貯蓄組合連合会
との共催で行われます。
　テーマは、高校生が「税の役割と意義について考え
たこと」中学生は税に関すること全般で特にテーマは
定めていません。身近な生活の中の税に関すること、
税について学習したことに関する意見や感想など題材
に書いてください。
　応募は１人１編とし本人が創作したもので未発表の
ものに限ります。
　原稿用紙は、募集用資料（パンフレット）などとと
もに各学校にお配りしてあります。
　それぞれの締切り等は次のとおりです。
【税に関する高校生の作文】
　　○締切り　平成27年９月４日（金）
　　○文字数　800字以上1200字以内
【中学生の税についての作文】
　　○締切り　平成27年９月４日（金）
　　○文字数　原稿用紙（400字詰め）３枚以内
　作品は、各学校を通じて提出してください。
　なお、入選作品には賞状と記念品を贈呈します。
　高校生、中学生の皆さんからのたくさんのご応募を
お待ちしています。
【お問い合わせ先】
　松本税務署　税務広報広聴官
　電話0263-39-3272（直通）

「税の作文募集」

　旧松本市内の会員企業で会費の口座振替をご利用の
皆様には、６月12日（金）にご指定の口座から引落を
させていただきました。厚くお礼申しあげますととも
に、領収書が必要な場合は事務局(35-8080)までご連絡
いただきますようお願い申し上げます。

�������	�
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　青年部では、今年も恒例のビールパーティーを開催
いたします！事前チケット制になっておりますので参
加をご希望されます方は、お知り合いの青年部員また
は事務局までご連絡ください。今年はお笑い芸人によ
る楽しいステージも開催します。大勢の皆様のご参加
をお待ちしております!!

日　　時　７月23日（木）　午後６時30分開宴
会　　場　松本麦酒園（アリオ松本店屋上）
会　　費　4,000円
備　　考　出演芸人①メロディーきみえ②アンドーひ

であき
お問合せ　法人会事務局まで(電話0263-35-8080)

���������������
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　６月20日（土）穂高カントリークラブにおいて第14
回会員親睦ゴルフ大会を開催しました。今年は、26組
104名が参加し、６月の気持ちの良い気候の下プレイ
を楽しんでいただきました。
　大会では、団体戦と個人戦を行い、団体戦では、芳
川部会チーム(浅川琢夫氏・足立寿喜夫氏・草間寛氏・
橋本要人氏)が優勝しました。主な結果は下記のとお
りです。
　また、今回もチャリティー募金を行い、参加された
皆様から64,000円の篤志が集まりました。お預かりし
ました募金は本年度も「松本山雅フットボールクラブ」
へのパートナースポンサー支援という形で使わせてい
ただきたいと考えております。

�������	
�����
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【団体戦】　　　　　　　  　 【個人戦】　　　　　　　　　　【レディス部門】
　優　勝　芳川部会　　　　　　優　勝　伊藤　　修　　　　　優　勝　奥原しげ子
　準優勝　女性部　　　　　　　準優勝　浅川　琢夫　　　　　準優勝　倉科　真理
　３　位　チーム市場　　　　　３　位　小穴　康昭　　　　　３　位　深澤　優子

� ������������
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◯注 “まつもとほうじん”の誌
代は、会員については年会費
の中に含まれております。　
個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修
会・諸会議の開催通知、機関紙等の送付並びに福
利厚生制度のご案内など、本会の事業活動のため
に利用し、それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正
等のお問い合わせは下記窓口までお願いいたし
ます。

一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
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一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
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FAX（0263）36‐0839
編集人　 塚 田 哲 夫
（毎月1回１日発行）
（定価 １部50円）
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　平成25年９月から行われ
ていた安曇野市穂高会館の
耐震補強等改修工事がこの
程完了し、市民の皆さんに
はより利用しやすい公民
館・体育館としてリニュー

アルオープンいたしました。エレベーターを配備し
たり、トイレの改修、駐車場の増設、そして���化
等ご利用される市民の皆さんに配慮した施設となっ
ております。新たによみがえった穂高会館を皆さん
どんどんご利用ください。（沖健吏編集委員）
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